
番号 74

　　　処　　　 分 　　　名

処　分　の　概　要

　　　根　拠　法　令　名

　　　条　　　　　　　　  項

　　　所　　　管　　　課 国保・年金課

　　　経由機関での処理期間 １週間

　　　所管課での処理期間 １ヶ月３週間

　　　標　準　処　理　期　間 計 ２ヶ月

判　断　基　準

審査基準及び標準処理期間整理個表

特別療養費の支給

申請に基づいて、審査基準に適合した場合に支給する。

国民健康保険法（昭和33年法律第192号）

第54条の3第1項

国民健康保険法第54条の3を基準とする。

【根拠法令等】

国民健康保険法
第五十四条の三 　保険者は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書
の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療
養を受けたときは、世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。

２ 　健康保険法第六十四条 並びに本法第三十六条第三項、第四十条、第四十一条、第四十五条第三項、
第四十五条の二、第五十二条第五項、第五十三条第二項、第五十四条の二第三項、第八項及び第十項、
第五十四条の二の二並びに前条の規定は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について受けた特別
療養費に係る療養及びこれに伴う特別療養費の支給について準用する。この場合において、第五十三条第
二項中「保険外併用療養費の額」とあるのは「特別療養費の額」と、「健康保険法第八十六条第二項第一号 」
とあるのは「、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は健康保険法第七十
六条第二項 の規定による厚生労働大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば保険外併用
療養費の支給を受けることができる場合は同法第八十六条第二項第一号 の規定による厚生労働大臣の定め
の例により、被保険者証が交付されているならば訪問看護療養費の支給を受けることができる場合は同法第
八十八条第四項 」と読み替えるほか、その他の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

３ 　第一項に規定する場合において、当該世帯主又は組合員に対し当該被保険者に係る被保険者証が交付
されているとすれば第五十四条第一項の規定が適用されることとなるときは、保険者は、療養費を支給すること
ができる。

４ 　第一項に規定する場合において、被保険者が被保険者資格証明書を提出しないで保険医療機関等につ
いて診療又は薬剤の支給を受け、被保険者資格証明書を提出しなかつたことが、緊急その他やむを得ない
理由によるものと認めるときは、保険者は、療養費を支給するものとする。

５ 　第五十四条第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による療養費について準用する。この場合にお
いて、同条第四項中「療養の給付を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば療養の
給付を受けることができる場合」と、「入院時食事療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が
交付されているならば入院時食事療養費の支給を受けることができる場合」と、「入院時生活療養費の支給を
受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば入院時生活療養費の支給を受けることがで
きる場合」と、「保険外併用療養費の支給を受けるべき場合」とあるのは「被保険者証が交付されているならば
保険外併用療養費の支給を受けることができる場合」と読み替えるものとする。

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。



国民健康保険法施行規則
第二十七条の五　被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十四条の三第一項の規定により特
別療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した特別療養費支給申請書を保険者に提出
しなければならない。

一　療養を受けた被保険者の氏名

二　療養を取り扱つた保険医療機関等又は訪問看護ステーションの名称及び所在地

三　傷病名及び療養期間

四　療養につき算定した費用の額

２　前項の申請書には、同項第四号に規定する療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなけ
ればならない。

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。



手続の流れ

 

  市   民 

 

  所 管 課 

１日 

申請 

支給 

愛媛県国民健康  

保険団体連合会 

審査依頼 

１週間 

１ヶ月３週間 

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。


